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  株式会社サッコウケン  

建築物耐震診断判定・耐震改修計画評定委員会 実施要領 

 

平成２１年９月１６日制定 

 平成２５年４月 １日改訂（い） 

 平成２５年１０月３１日改訂（ろ） 

 平成２７年９月３日改訂（は） 

平成３１年４月１日改訂（に） 

 

 

（目 的）（に） 

第１条 株式会社サッコウケン（以下「SKK」という。）は、建築物の地震に対する安全性

を評価した耐震診断（以下「耐震診断」という。）又は地震に対する安全性の向上を目的

とした増築、改築、修繕又は模様替の計画（以下「耐震改修」という。）について、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）に基づく特定建築物の耐震

診断及び耐震改修に関する指針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）及び指針と同等

以上であると国土交通省が認めた耐震診断基準等に適合するか否かについて評定（耐震診

断にあっては判定。以下耐震診断業務の場合は「判定」に読み替えるものとする。）を行

う。 

 

（評定の対象） 

第２条 評定の対象とする建築物は、現に存する建築物で、次の各号に該当する建築物とす

る。 

１   北海道内にあるもの 

 ２ 昭和５６年以前（新耐震診断基準適用前）に建築された建築物 

 ３ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物 

 ４ 建築基準法（以下「基準法」という。）第２０条一項の規定に該当する建築物以外の

建築物  注）高さが６０メートルを超える建築物 

 ５  基準法旧第３８条又は旧第６７条の２の規定の適用を受けた建築物以外の建築物 

    注）特殊な建築材料又は構造方法を用いた建築物で、建設大臣よりその建築材料又

は構造方法が基準法の規定によるものと同等以上の効力があると認められたものを

いう。 

 

(評定の区分) 

第３条 評定の区分は、次の各号に定めるとおりとする。 

１   耐震診断判定：建築物の現状の耐震診断についての判定 

 ２ 耐震改修評定：前号の耐震診断判定の結果に基づく、建築物の耐震改修についての 

評定 

 ３ 耐震改修計画評定：前各号の耐震診断判定と耐震改修評定について同時に行う評定 



 

 

 
 

（評定の単位） 

第４条 評定の単位は、次の各号に定めるとおりとする。 

１ 評定は、構造上一体の建築物を一単位として行う。従って、外観上一体であっても、 

エキスパンションジョイントで分割されている建物は、それぞれ一つの単位とする。 

 ２ 第３条の評定の区分は、評定の単位ごとに区分する。 

 ３ 評定の申し込みから評定書の交付に至る手続きは、評定単位ごとに行う。 

 

（既存建築物の現状調査） 

第５条 既存建築物の現状については、原則として次の各号に掲げる調査・試験を実施した

ものであること。 

 １ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物は、工期ごとに各階３本以

上のＪＩＳ規格によるコア試験 

２ 鉄骨造の建築物は、各部材の材料・寸法、溶接部の状況及びその他の接合部の状況 

 ３ 設計図との整合 

 ４ 建築物の老朽化の程度 

 ５ その他 建築物の立地条件及び環境条件等によって評価の必要となる事項 

 

（旧基準等による耐震診断判定を受けた建築物の取扱い） 

第６条 現行の準拠基準によらずに耐震診断判定を受けた建築物について、耐震改修評定を

行う場合は、現行の準拠基準により、建築物の現状について耐震診断の再評価を行うもの

とする。 

 

（評定の申し込み）（は） 

第７条 評定を受けようとする者は、対象建築物の所有者とし、申請書「様式１」に別に定

める「建築物耐震改修計画評定用図書作成要領」に基づき、所定の資格を有する診断者又

は設計者が作成した関係図書を添えて申し込むものとする。 

 ２ 申請書の受付後に、申請者の都合によりその申請を取り下げる場合は「様式１－２」

に定める取下届を提出するものとする。 

 

（審査及び報告）（に） 

第８条 SKK代表取締役は、申し込みを受けた案件について、委員会委員長（以下「委員

長」という。）に評価を依頼する。 

 ２ 依頼を受けた委員長は、案件ごとに委員会委員（以下「委員」という。）を指定する。

委員は、診断者又は設計者に対してヒアリングを行うなど必要な審査を実施する。 

 ３ 審査をする委員の数は３名以上とし、1名以上の学識経験者若しくは構造識者を含む

ものとする 

 ４ 診断者又は設計者は、第２項の経過を評定経過報告書「様式２」に記録し、関係図書

に添付しなければならない。 

 ５ 委員よる審査の結果は委員長に報告し、委員長はその結果を審査結果報告書「様式

３」に評価書を添付して社長に報告する。 

 



 
 

 

 

（評定書の交付） 

第９条 社長は第８条の報告に基づき、「様式４」にて判定・評定通知書を申込者に交付す

る。 

 

（判定・評定に関わる図書保存期限）（い）（ろ） 

第１０条 第８条に基づく判定・評定に関わる図書の保存期限は交付をした日から５年間と

する。ただし、申請書および評定書（写）については保存期限を交付した日から１５年

間とする。 

 

付則    この要領は、平成２１年 ９月１６日から施行する。 

付則（い） この要領は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

付則（ろ） この要領は、平成２５年１０月３１日から施行する。 

付則（は） この要領は、平成２７年９月３日から施行する。 

付則（に） この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


